
 （第 2・3 面） 

＊ 登 録 番 号 関東財務局長    第 2 号    （ 平成 13 年 5 月 10 日） 

（記載上の注意） 
「＊登録番号」には、記載しないこと。 
 

１．投資法人設立届出書受理年月日及び受理番号 

受理年月日  平成 13 年 3 月 14 日  受理番号 関東財務局長   投法第 2 号   

 

２．規約記載事項等 

(1) 目         的 
資産を主として特定資産に対する投資として 
運用すること 

（ふ    り    が    な） 

(2) 商         号 
にほんびるふぁんどとうしほうじん 

日本ビルファンド投資法人 

(3) 投資主の請求による投資口
の払戻しの有無 

有 
（オープン・エンド型） 

 
無 

（クローズド・エンド型） 
(4) 投資法人が発行することが

できる投資口の総口数 
200 万口 

(5) 常時保持する 低純資産額 5,000 万円 

 
(6) 資産運用の対象及び方針 

 

 
Ⅰ.資産運用の基本方針 

本投資法人は、主として東京都心部、東京周辺都市部及び
地方都市部に立地する主たる用途がオフィスである建物
及びその敷地から構成される不動産並びにかかる不動産
を裏付けとする有価証券及び信託の受益権その他の資産
に投資をすることによって、中長期的な観点から、本投資
法人に属する資産（以下「運用資産」という。）の着実な
成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。 
 

Ⅱ.資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲等 
(1)投資対象  
ａ．主たる投資対象とする特定資産 
本投資法人は、運用資産の着実な成長と安定した収益の
確保を目的として、主として以下に掲げる特定資産に投
資する。 
① 不動産、不動産の賃借権及び地上権 
② 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託

（不動産に付随する金銭とあわせて信託する包括
信託を含む。）の受益権 

③ 商法第535条に規定される匿名組合契約に係る匿名
組合出資持分（主として①号又は②号を裏付けとす
るものに限る。） 

④ 民法第667条に規定される組合の出資持分（主とし
て①号又は②号を組合財産とし、その賃貸・運営・
管理等を目的とするものに限る。以下「任意組合出
資持分」という。但し、金融商品取引法第２条第２
項第５号に該当するものに限る。） 

⑤ 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法



第２条第１項第８号で定めるものをいう。但し、主
として①号又は②号を裏付けとするものに限る。） 

⑥ 特定目的信託に係る受益証券（金融商品取引法第２
条第１項第13号で定めるものをいう。但し、主とし
て①号又は②号を裏付けとするものに限る。） 

⑦ 投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項
第10号で定めるものをいう。但し、主として①号又
は②号を裏付けとするものに限る。） 

⑧ 投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定
めるものをいう。但し、主として①号又は②号を裏
付けとするものに限る。） 

⑨ 金銭の信託の受益権（信託財産を主として①号、③
号又は④号に対する投資として運用するものに限
る。） 

b．その他の特定資産 
本投資法人は、資金の効率的な運用その他必要がある場
合は、以下に掲げる特定資産に投資することがある。 
① 預金 
② わが国の法人が発行する譲渡性預金証書 
③ コール・ローン 
④ 国債証券（金融商品取引法第２条第１項第１号で定

めるものをいう。） 
⑤ 地方債証券（金融商品取引法第２条第１項第２号で

定めるものをいう。） 
⑥ コマーシャル・ペーパー（金融商品取引法第２条第

１項第 15 号で定めるものをいう。） 
⑦ 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第

２条第１項第４号で定めるものをいう。但し、主と
してａ．①号又はａ．②号を裏付けとするものに限
る。） 

⑧ 金銭債権（投信法上の特定資産に該当するものに限
る。但し、ａ．及び前各号に該当するものを除く） 

⑨ 有価証券（金融商品取引法第２条第１項及び第２項
で定めるものをいう。但し、ａ．及び前各号に該当
するものを除く。） 

⑩ デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２
条第 20 項で定めるものをいう。） 

c. 特定資産以外の資産  
本投資法人は、資金の効率的な運用その他必要がある場
合は、以下に掲げる資産に投資することがある。 
① 任意組合出資持分（ａ．④号に該当するものを除

く。） 
② 地役権 
③ 商標権 
④ 著作権 
⑤ 動産 
⑥ ａ．各号に該当する特定資産への投資に付随して

取得が必要となる権利 
(2)投資態度 

① 個々の不動産（本投資法人が取得する有価証券及
び信託の受益権その他の資産の裏付けとなる不動
産を含む。以下本項において「不動産等」という。）
に投資する際には、当該不動産の取得価格と収益予
想から想定される投資利回り、及び立地エリアの将
来性及び安定性、不動産の劣化又は陳腐化リスクに
対する対応状況、並びに保険付保状況等を総合的に
判断して選別するものとする。選別に際しては、建
物規模、建築及び設備スペック、耐震性能、権利関



係への対応、入居テナント属性、建物管理関係及び
環境・地質等を考慮の上総合的に判断する。 

② 不動産等の選別については、地震リスク、空室リ
スク等のキャッシュフローリスクを軽減させるこ
とを目的として、該当地域を東京都心部、東京周
辺都市部及び地方都市部の３地域に分類し、不動
産、不動産の賃借権、地上権並びに信託の受益権
の裏付けとなる不動産、不動産の賃借権、地上権
の価額の合計額の70％以上を目途として東京都心
部及び東京周辺都市部から、30％以下を目途とし
て地方都市部から、それぞれ選別して地域分散を
図る。 

③ 本投資法人は、原則として、引渡時点において稼
働資産である不動産等を取得する。引渡時点にお
いて未稼働資産である不動産等については、投資
額、稼働予定時期、収益予想等を総合的に判断し、
本投資法人の運用資産の運用に与える影響を考慮
の上、本投資法人はこれを取得することができる。
但し、当該未稼働資産の引渡直後において引渡済
の未稼働資産（稼働資産となった未稼働資産を除
く。）の契約上の取得価格の合計が、直近の決算日
における本投資法人の貸借対照表上の資産総額の
10％を超えない範囲に限る。なお、稼働資産とは、
建物が竣工しており賃貸中又は賃貸可能である不
動産等をいい、本投資法人が保有する不動産等の
うちある時点において稼働資産となった不動産等
は引き続き稼働資産とみなす（建物の建替え又は
大規模修繕等が行われる場合を含む。）。また、未
稼働資産とは、稼働資産以外の不動産等をいう。 

④ 本投資法人が取得する資産の組入れ比率について
は、特定不動産（本投資法人が取得する特定資産
のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動
産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託
の受益権をいう。）の価額の合計額の本投資法人の
有する特定資産の価額の合計額に占める割合（以
下「特定不動産の割合」という。）を100分の75以
上とすることを方針とする。 

⑤ 取得した不動産等においては、中長期視点から継
続的な設備投資による資産価値・競争力の維持・
向上を図り、かつ収入拡大（賃料等の増加、空室
率の低減、契約期間の長期化及び固定化等）と費
用逓減（外注委託費、水光熱費等の削減）による
運用収益の安定的な成長を目指す。 

⑥ 個々の不動産等の売却は、将来における収益予想、
資産価値の増減及びその予測、立地エリアの将来
性・安定性、不動産の劣化又は陳腐化リスク及び
それに対するコスト予測、並びにポートフォリオ
の構成等を考慮のうえ総合的に判断する。なお、
売却若しくは保有の検討は、保有する全ての不動
産等について定期的に実施する。 

⑦ 資金動向、市況動向、不動産市場動向等の急激な
変化等予期しえない事由により、上記のような運
用ができない場合がある。 

⑧ 運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運
用の安定性に資するため、資産の取得、修繕等又
は分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金、
若しくは債務の返済（敷金・保証金並びに借入金
及び投資法人債の債務の返済を含む。）等の資金の



手当てを目的として、資金を借入れ（コール市場
を通じる場合を含む。）又は投資法人債を発行する
ことができる。 

 
Ⅲ.投資制限 
（1） 上記Ⅱ．(1)  b．⑧に掲げる金銭債権及び上記Ⅱ．(1) 

b．⑨に掲げる有価証券は、積極的に投資を行うもの
ではなく、安全性及び換金性又は上記Ⅱ．(1) ａ．に
掲げる特定資産との関連性を勘案した運用を行うも
のとする。 

（2）上記Ⅱ．(1) b．⑩に掲げるデリバティブ取引に関する
権利は、本投資法人にかかる負債から生じる金利変
動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的と
した運用に限るものとする。 

（3） 本投資法人は、わが国以外に所在する不動産（本投
資法人が取得する有価証券及び信託の受益権その他
の資産の裏付けとなる不動産を含む。）への投資は行
わないものとする。 

（4） 本投資法人は、外貨建資産への投資は行わないもの
とする。 

 
Ⅳ.組入資産の貸付けの目的及び範囲  

(1) 本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的とし
て、原則として運用資産に属するすべての不動産（本
投資法人が取得する信託の受益権その他の資産の裏
付けとなる不動産を含む。）若しくは当該不動産に付
随する動産（以下「不動産等」という。）を賃貸（駐
車場、看板等の設置等を含む。）する。 

(2) 前号の不動産等の賃貸に際しては、敷金又は保証金等
これらに類する金銭（以下「敷金等」という。）を受
け入れ又は差し入れることがあり、受け入れた敷金等
は、本運用方針の定めに基づき運用する。 

(3) 運用資産に属する不動産等以外の資産の貸付けは行
わない。 
 

Ⅴ. 法令・規則等の遵守 
本投資法人の運用資産は、本運用方針の定めのほか、投
信法並びに関係法令及び社団法人投資信託協会に定める
規則等（改正を含む。）を遵守し運用するものとする。 

 
(7) 資産評価の基準 

 

 
Ⅰ. 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、次のとおり運

用資産の種類毎に定める。 
(1) 不動産、不動産の賃借権及び地上権 

取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって
評価する。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分
及び設備等部分について定額法により算定する。但し、
正当な事由により定額法による算定が適当ではなくな
った場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に
判断できる場合に限り、ほかの算定方法に変更するこ
とができるものとする。 

(2) 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の
受益権 
信託財産が(1)に掲げる資産の場合は(1)に従った評価
を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に従った評価を行った上で、これら
の合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の
持分相当額を算定した価額をもって評価する。 

(3) 匿名組合出資持分 



匿名組合出資持分の構成資産が(1)又は(2)に掲げる資
産の場合は(1)又は(2)に従った評価を行い、金融資産
の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債
の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定
した価額をもって評価する。 

(4) 任意組合出資持分 
任意組合出資持分の構成資産が(1)又は(2)に掲げる資
産の場合は(1)又は(2)に従った評価を行い、金融資産
の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債
の額を控除して当該任意組合出資の持分相当額を算定
した価額をもって評価する 

(5) 金銭の信託の受益権 
信託財産の構成資産が(1)又は(2)に掲げる資産の場合
は、(1)又は(2)に従った評価を行い、金融資産の場合
は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従っ
た評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を
控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価
額をもって評価する。 

(6) 有価証券（前各号に該当するものを除く。） 
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に
基づく価額をもって評価する。また、市場価格がない
場合には、合理的に算定された価額をもって評価をも
って評価する。 

(7) 金銭債権 
取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒
引当金を控除した額をもって評価する。但し、債権を
債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合
において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利
の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算
定された価額から貸倒引当金を控除した価額をもっ
て評価する。 

（8）デリバティブ取引に係る権利 
  ① 金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引に

より生じる債権及び債務 
当該取引所の 終価格に基づき算出した価額をもっ
て評価する。なお、同日において 終価格がない場
合には、同日直近における 終価格に基づき算出し
た価額をもって評価する。 

② 取引所の相場がないデリバティブ取引により生じる
債権及び債務 
市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算
定された価額をもって評価する。なお、公正な評価
額を算定することが極めて困難と認められる場合に
は、取得価額をもって評価する。 
但し、金融商品に関する会計基準及び金融商品会計
に関する実務指針により、ヘッジ会計の要件を充足
するものについては、ヘッジ会計を適用することが
できるものとし、さらに金融商品に関する会計基準
及び金融商品会計に関する実務指針により金利スワ
ップの特例処理の要件を満たす取引については、特
例処理を適用することができるものとする。 

 （9）上記に定めがない場合については、社団法人投資信
託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準により
付されるべき評価額をもって評価する。 

 



Ⅱ.その他 
  資産運用報告等に価格を記載する目的で、前項と異なる

方法で評価する場合には、以下のように評価するものと
する。 
(1) 不動産、不動産の賃借権及び地上権 

原則として不動産鑑定士による鑑定評価等に基づい
た価額とする。 

(2) 信託の受益権、匿名組合出資持分及び任意組合出資持
分 
信託財産、匿名組合又は任意組合の構成資産が不動
産、不動産の賃借権及び地上権の場合は(1)に従った
評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に従った評価をした上で、これらの
合計額から信託負債の額又は匿名組合の負債合計額
を控除して当該信託受益権の持分相当額、当該匿名組
合出資持分相当額又は当該任意組合持分相当額を算
定した価額とする。 

 
 

(8) 金銭の分配の方針 
 

 
１．分配方針 

本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行
うものとする。 
(1) 本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配

可能金額（以下「分配可能金額」という。）は、投信
法又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して決算日毎に計算される利益（貸借対照表
上の純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・
換算差額等の合計額を控除した額をいう。）の金額を
いう。 

 
(2) 分配金額は、租税特別措置法第67条の15（以下「投

資法人の課税の特例」という。）に規定される本投資
法人の配当可能所得の金額（以下「配当可能所得金
額」という。）の100分の90に相当する金額を超えて
分配するものとして、本投資法人が決定する金額と
する（但し、分配可能金額を上限とする。）。なお、
本投資法人は運用資産の維持又は価値向上に必要と
認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備
積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を
積み立てることができる。 

(3) 分配金に充当せず留保した利益又は決算日までの分
配可能利益については、資産運用の対象及び方針に
基づき運用を行うものとする。 

２．利益を超えた金銭の分配 
本投資法人は、以下の場合、出資の戻しとして分配可能金
額を超えて金銭で分配することができる。但し、社団法人
投資信託協会の規則等において定める額を限度とする。 
(1) 分配可能金額が配当可能所得金額に満たない場合

で、投資法人の課税の特例の適用要件を充足する目
的で出資の戻しを行う場合には、当該適用要件を充
足するものとして本投資法人が決定した金額 

(2) 経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本
投資法人が適切と判断する場合、当期における減価
償却額から当期における適切な積立金等を控除した
額を限度として本投資法人が決定した金額 

３．分配金の分配方法  
第１項及び第２項に規定する分配金は金銭により分配す
るものとし、原則として決算日から３ヶ月以内に決算日現



在の 終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は
登録投資口質権者を対象に、投資口の所有口数に応じて分
配する。 

４．分配金の時効等 
第１項に規定する分配金はその支払開始の日から満３年
を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れる
ものとする。なお、未払分配金には利息を付さないものと
する。 
 

(9) 決  算  期 毎年 1 月 1 日から 6 月末日までと 7 月 1 日から 12 月末日ま
での各 6 ヶ月間 

執行役員 

執行役員 1人当たり月額 700,000 円以内で、当該職務と類似
の職務を行う取締役等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向
等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定
する金額 

監督役員 

監督役員 1人当たり月額 700,000 円以内で、当該職務と類似
の職務を行う監査役等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向
等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定
する金額 

 
(10)役員等の報酬

額又は支払基
準 

会計監査人 監査の対象となる決算期間毎に金 20,000,000 円以内で役員
会で決定する金額 

 
(11) 資産運用会社 

 
本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社に支払う
報酬の計算方法及び支払の時期は、次のとおりとする。 
(1)運用報酬１ 

決算日毎に算定される本投資法人に属する資産（以下「運
用資産」という。）中の不動産（本投資法人が取得する信
託の受益権その他資産の裏付けとなる不動産を含む。以
下本条において「不動産等」という。）から生じる賃料、
共益費、駐車場使用料、付帯収益、施設利用料、施設設
置料、遅延損害金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金若
しくはそれに類する金銭その他賃貸業務から生じる収益
の額（但し、運用資産中の不動産その他の資産の売却に
よる収益を除く。以下本号において「賃貸収益」という。）
の 2.5％に相当する金額（１円未満切捨）とする。なお、
資産運用会社が資産運用委託契約に従い本投資法人に対
して１年毎に年初に提出する年度運用計画に基づいて、
毎年３月、６月、９月及び 12 月の各末日（かかる末日が
銀行休業日の場合は直前の営業日）までに、それまでの
３ヶ月分の賃貸収益の 2.5％に相当する金額を支払い、
決算確定後遅滞なく過不足を精算する。 

(2)運用報酬２ 
決算日毎に算定される運用報酬２控除前の税引前当期利
益（但し、繰越欠損金がある場合は、その全額を補填し
た後の金額）の３％に相当する金額（１円未満切捨。但
し、負の値の場合は０円とする。）とし、決算確定後遅滞
なく支払う。なお、報酬の対応する期間が決算期間に満
たない場合については、日割計算により精算する。 

(3)運用報酬３ 
運用資産として新たに不動産等を取得した場合、当該不動
産等の取得価額（土地・建物一体の取得価額をいい、複数
の不動産等が同時に取得される場合はそのそれぞれの取
得価額とする。但し、消費税及び地方消費税並びに取得に
伴う費用は除く。）に応じて、原則として以下の料率を乗
じた金額の合計額（１円未満切捨）を、取得日の属する月
の翌月末までに支払う。但し、本投資法人の役員会の承認



を経た上で、以下の料率を上限とする範囲内で決定した料
率とすることができる。 
・ 100億円以下の部分に対して、0.5％ 
・ 100億円超300億円以下の部分に対して、0.2％ 
・ 300億円超500億円以下の部分に対して、0.05％ 
・ 500億円超の部分に対して、なし 

 

(12) 借入金及び投資法人債
発行の限度額 

借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、
その合計額が 1 兆円を超えないものとする。 

(13) 本店の所在場所 
(郵便番号 100－6738) 
東京都千代田区丸の内一丁目 9番 1 号 

電話番号（03）6259－8681 

（記載上の注意） 
  １．「商号」は、投資法人登記簿上の商号を記載すること。 
  ２．「投資主の請求による投資口の払戻しの有無」は、該当するものに○印を付けること。 
  ３．「本店の所在場所」は、投資法人登録簿上の本店の所在場所を記載すること。 

４．２・３面に記載しきれないときは、適宜紙面を追加をすること。 



（第 4 面） 

３．執行役員、監督役員及び会計監査人 

（１） 執行役員及び監督役員 

（ ふ り が な ） 

氏 名 

 

役 職 名 

 

住 所 
（あべ  さだふみ） 

阿部 定文 執行役員 本ＰＤＦでは非開示 

（にしやま こういち） 

西山 晃一 
執行役員 本ＰＤＦでは非開示 

（ふかざわ ひでお） 

深澤 日出男 
監督役員 本ＰＤＦでは非開示 

(こまつ はつお） 

小松 初男 
監督役員 本ＰＤＦでは非開示 

(かみやま さだお） 

神山 貞雄 
監督役員 本ＰＤＦでは非開示 

(ひらい よしゆき） 

平井 良之 
監督役員 本ＰＤＦでは非開示 

 

 

（２） 会計監査人 

 
（ ふ り が な ） 

氏名又は監査法人名 
 

住 所 

（あずさかんさほうじん） 

あずさ監査法人 
東京都新宿区津久戸町 1番 2号 

 
（記載上の注意） 
１．「役職名」には、「執行役員」又は「監督役員」の別を記載すること。 
２．執行役員、監督役員及び会計監査人について記載しきれないときは、この様式の例により作成した書

面に記載して、その書面を第４面の次に添付すること。 

 
 



（第 5 面） 

４．資産の運用を行う資産運用会社 

 
（ ふ り が な ） 

商 号 住 所 

にほんびるふぁんどまねじめんとかぶしきがいしゃ 

日本ビルファンドマネジメント株式会社 東京都千代田区丸の内 1丁目 9番 1号 

 

５．資産の運用を行う資産運用会社と締結した資産運用に係る委託契約の概要 
 

ｲ. 委託すべき業務の内容 
・ 本投資法人の規約（以下「本規約」という。）並びに本規約に定める資産運用の対

象及び方針に従い、本投資法人に属する資産（以下「運用資産」という。）の管理
及び運用を行うこと、並びに本投資法人のために資金の借入れ等を行うこと 

・ 運用資産を資産運用会社の資産を含む他の資産と合同せず単独で管理及び運用す
ること 

・ 運用資産の運用状況について、法令の定めるところに従い本投資法人に対して定
期的に報告すること 

・ 運用資産の年度運用計画を１年毎に年初に及び期中運用計画（仮期中運用計画を
含む。）をその都度本投資法人に対して提出すること 

・ 前号に定めるもののほか、本投資法人から運用資産の運用状況に関し報告を求め
られたときには、正当な理由がない限りその指示に従い報告を行うこと 

ﾛ. 契約期間及び当該期間中の解約に関する事項 
・ 資産運用委託契約は本投資法人が登録を完了した日に効力を生ずるものとし、そ

の有効期間は効力発生の日から１年間とする。但し、期間満了３ヶ月までに双方
いずれからも文書による別段の申出がないときは、さらに１年間延長されるもの
とし、以後も同様とする。 

・ 資産運用委託契約を解約する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、そ
の３ヶ月前までに文書により通知する。解約は双方が協議し、その協議結果は、
投資主総会の承認を得るものとする。 

・ 本投資法人は、資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合には、
直ちに資産運用委託契約を解除することができるものとし、この場合、投資主総
会の承認を得ることを要しないものとする。 
1. 資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき 
2. 前号に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引続き委託することに堪

えない重大な事由があるとき 
・ 本投資法人は、資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合には、

資産運用委託契約を解除しなければならない。 
1. 資産運用会社でなくなったとき 
2. 投資信託及び投資法人に関する法律第200条各号のいずれかに該当することと

なったとき 
3. 解散したとき 

ﾊ. 契約の内容の変更に関する事項 
資産運用委託契約は、本投資法人及び資産運用会社の合意並びに法令に従って変更す
ることができる。 

ﾆ. 報酬の計算方法並びに支払いの時期及び方法 
1. 運用報酬１ 

決算日毎に算定される本投資法人に属する資産（以下「運用資産」という。）中の
不動産（本投資法人が取得する信託の受益権その他資産の裏付けとなる不動産を
含む。以下「不動産等」という。）から生じる賃料、共益費、駐車場使用料、付帯
収益、施設利用料、施設設置料、遅延損害金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金
若しくはそれに類する金銭その他賃貸業務から生じる収益の額（但し、運用資産
中の不動産その他の資産の売却による収益を除く。以下本号において「賃貸収益」
という。）の２．５％に相当する金額（１円未満切捨）とする。なお、資産運用会



社が資産運用委託契約に従い本投資法人に対して１年毎に年初に提出する年度運
用計画に基づいて、毎年３月、６月、９月及び12月の各末日（かかる末日が銀行
休業日の場合は直前の営業日）までに、それまでの３ヶ月分の賃貸収益の２．５％
に相当する金額を支払い、決算確定後遅滞なく過不足を精算する。 

2. 運用報酬２ 
決算日毎に算定される運用報酬２控除前の税引前当期利益（但し、繰越欠損金が
ある場合は、その全額を補填した後の金額）の３％に相当する金額（１円未満切
捨。但し、負の値の場合は０円とする。）とし、決算確定後遅滞なく支払う。なお、
報酬の対応する期間が決算期間に満たない場合については、日割計算により精算
する。 

3. 運用報酬３ 
運用資産として新たに不動産等を取得した場合、当該不動産等の取得価額（土地・
建物一体の取得価額をいい、複数の不動産等が同時に取得される場合はそのそれ
ぞれの取得価額とする。但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除
く。）に応じて、原則として以下の料率を乗じた金額の合計額（１円未満切捨）を、
取得日の属する月の翌月末までに支払う。但し、本投資法人の役員会の承認を経
た上で、以下の料率を上限とする範囲内で決定した料率とすることができる。 
・ 100億円以下の部分に対して、0.5％ 
・ 100億円超300億円以下の部分に対して、0.2％ 
・ 300億円超500億円以下の部分に対して、0.05％ 
・ 500億円超の部分に対して、なし 

 

６．資産保管会社 

 
（ ふ り が な ） 

資 産 保 管 会 社 名 住 所 

ちゅうおうみついしんたくぎんこうかぶしきがいしゃ 

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝 3 丁目 33 番 1 号 

 



（第 6 面） 

７．投資法人の存続期間又は解散事由 

 

（１）存 続 期 間 該 当 な し 

（２）解 散 事 由 該 当 な し 

 

８．投資法人成立年月日 

 

成 立 年 月 日   平成 13 年 3 月 16 日 

 

９．投資法人成立時の状況 

 

（１）出 資 総 額 1 億円 

（２）投 資 口 の 総 口 数 200 口 

 

（３）投 資 主 数 

 

1 人 

 

 

 



（第 7 面） 

１０．払込取扱機関 

 
（ ふ り が な ） 

払 込 取 扱 機 関 名 
 

住 所 

かぶしきがいしゃみついすみともぎんこう ほんてんえいぎょうぶ 

株式会社三井住友銀行 本店営業部 
東京都千代田区有楽町 1 丁目 1 番 2 号 

ちゅうおうみついしんたくぎんこうかぶしきがいしゃ にほんばしえいぎょうぶ 

中央三井信託銀行株式会社 日本橋営業部 東京都中央区日本橋室町 2 丁目 1 番 1 号 

 

１１．一般事務受託者 

 
（ ふ り が な ） 

一 般 事 務 受 託 者 名 
法 第 117 条 各 号 に

規 定 す る 事 務 の 別 住 所 沿 革 

ちゅうおうみついしんたくぎんこうかぶしきがいし

ゃ 

中央三井信託銀行株式会社 

・ 投資主名簿の作成及び

備置きその他の投資主

名簿に関する事務 
・ 投資証券の発行に関す

る事務 
・ 投資主に対して分配を

する金銭の支払に関す

る事務 
・ 投資主の権利行使に関

する請求その他の投資

主からの申出の受付に

関する事務 
・ 投資法人債原簿の作成

及び備置きその他投資

法人債原簿に関する事

務 
・ 投資法人債券の発行に

関する事務 
・ 投資法人債権者に対す

る利息又は償還金の支

払に関する事務 
・ 投資法人債権者の権利

行使に関する請求その

他の投資法人債権者か

らの申出の受付に関す

る事務 
 

東京都港区芝 3 丁目

33 番 1 号 
大正 13年三井信託銀行

株式会社設立 
昭和 37年中央信託銀行

株式会社設立 
平成 12 年 4 月 1 日三井

信託銀行株式会社と中

央信託銀行株式会社が

合併 
 

ぜいりしほうじん へいせいかいけいしゃ 

税理士法人 平成会計社 
・ 計算に関する事務 
・ 会計帳簿の作成に関す

る事務 
・ 納税に関する事務 

東京都中央区日本

橋1丁目4番1号 日
本橋一丁目ビルデ

ィング 

平成 15 年 4 月 1 日設

立 

    （記載上の注意） 
        一般事務受託者について記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載し

て、その書面を第 7 面の次に添付すること。 



 

（ ふ り が な ） 

一 般 事 務 受 託 者 名 

法 第 117 条 各 号 に

規 定 す る 事 務 の 別 住 所 沿 革 

にほんびるふぁんどまねじめんとかぶしきがいしゃ 

日本ビルファンドマネジメン
ト株式会社 

・機関の運営に関する事務 東京都千代田区丸の

内 1 丁目 9 番 1 号 
平成 12 年 9 月 19 日設

立 
平成 13 年 3 月 7 日投資

信託委託業認可取得 
平成 19 年 9 月 30 日金

融商品取引業みなし登

録 
ぜいりしほうじんぷらいすうぉーたーはうすくーぱ

ーす 

税理士法人プライスウォータ
ーハウスクーパース 

・納税に関する事務 東京都千代田区霞ヶ

関 3丁目 2番 5号 霞
ヶ関ビル 

平成12年1月1日プライ

スウォーターハウスク

ーパース税務事務所営

業開始 

平成 14 年 4 月 1 日プラ

イスウォーターハウス

クーパース税務事務所

を税理士法人中央青山

に改組 

平成 18 年 6 月 1 日税理

士法人プライスウォー

ターハウスクーパース

に商号変更 
かぶしきがいしゃみついすみともぎんこう 

株式会社三井住友銀行 
・ 投資法人債原簿の作成

及び備置きその他の投

資法人債原簿に関する

事務 
・ 投資法人債券の発行に

関する事務 
・ 投資法人債権者に対す

る利息又は償還金の支

払に関する事務 
・ 投資法人債権者の権利

行使に関する請求その

他の投資法人債権者か

らの申出の受付に関す

る事務 
 

東京都千代田区有楽

町 1 丁目 1 番 2 号 
 

明治 45 年 3 月株式会社

住友銀行設立 
平成 13 年 4 月株式会社

さくら銀行と株式会社

住友銀行が合併し株式

会社三井住友銀行とな

る。 
平成 14 年 12 月株式移

転により完全親会社で

ある株式会社三井住友

フィナンシャルグルー

プを設立、その完全子会

社となる。 

だいわしょうけんえすえむびいしいかぶしきがいし

ゃ 

大和証券エスエムビーシー株
式会社 
 

・ 投資法人債権者に対す

る利息又は償還金の支

払に関する事務 

東京都千代田区丸の

内 1 丁目 9 番 1 号 
平成 4 年 8 月設立 
平成 11 年 2 月大和証券

エスビーキャピタル・マ

ーケッツ株式会社へ商

号変更 
平成 11 年 4 月大和証券

株式会社より営業の一

部（ホールセール部門）

及び住友キャピタル証

券株式会社より営業の

全部を譲受け、営業開

始。 
平成 13 年 4 月さくら証

券株式会社の営業譲渡

及び株式会社さくら銀

行のホールセール証券

業務の一部統合を受け、

「大和証券エスエムビ

ーシー株式会社」に商号

変更。 



（ ふ り が な ） 

一 般 事 務 受 託 者 名 

法 第 117 条 各 号 に

規 定 す る 事 務 の 別 住 所 沿 革 

めりるりんちにほんしょうけんかぶしきがいしゃ 

メリルリンチ日本証券株式会
社 

・ 投資法人債権者に対す

る利息又は償還金の支

払に関する事務 

東京都中央区日本橋

1 丁目 4 番 1 号 
昭和 47 年 6 月メリルリ

ンチ証券会社東京支店

を開設 
平成 10 年 2 月メリルリ

ンチ日本証券株式会社

を設立 
平成 13 年 3 月メリルリ

ンチ証券とメリルリン

チ日本証券が統合 
しんきんしょうけんかぶしきがいしゃ 

しんきん証券株式会社 
 

・ 投資法人債権者に対す

る利息又は償還金の支

払に関する事務 
 

東京都中央区京橋 1
丁目 1 番 1 号 

平成 8 年 9 月設立 

みずほしょうけんかぶしきがいしゃ 

みずほ証券株式会社 
 

・ 投資法人債権者に対す

る利息又は償還金の支

払に関する事務 

東京都千代田区大手

町 1 丁目 5 番 1 号 
平成 5 年 7 月 興銀証券

設立 
平成 12年 10月 第一勧

業証券および富士証券

と合併し、「みずほ証券

株式会社」に商号変更 
平成 21 年 5 月 新光証

券と合併 
じぇいぴいもるがんしょうけんかぶしきがいしゃ  

JP モルガン証券株式会社 
・ 投資法人債権者に対す

る利息又は償還金の支

払に関する事務 
 

東京都千代田区丸

の内 2 丁目 7 番 3 号 
昭和 62年 J.P.モルガン

証券会社東京支店開設 
平成 13 年 ジャーディ

ン･フレミング証券会

社東京支店及びチェー

ス証券会社東京支店か

ら営業譲渡を受け、J.P.
モルガン証券会社東京

支店として営業開始 
平成 18 年 4 月 株式会

社組織へ改編し、JP モ

ルガン証券株式会社と

して営業開始 
にっこうこーでぃあるしょうけんかぶしきがいしゃ 

日興コーディアル証券株式会
社 

・ 投資法人債権者に対す

る利息又は償還金の支

払に関する事務 

東京都千代田区丸

の内 3 丁目 3 番 1 号 
昭和 19 年 4 月 日興證

券株式会社設立 
平成 13年 10月 日興證

券分割準備株式会社に

証券業及びその他営業

の全部を承継し、日興

コーディアル証券株式

会社に社名変更 
平成 21年 10月 日興コ

ーディアル証券分割準

備株式会社に旧日興コ

ーディアル証券株式会

社の全事業と、日興シ

ティグループ証券株式

会社（現 シティグルー

プ証券株式会社）の一

部事業を承継し、日興

コーディアル証券株式

会社に社名変更 



のむらしょうけんかぶしきがいしゃ 

野村證券株式会社 
・ 投資法人債権者に対す

る利息又は償還金の支

払に関する事務 
 

東京都中央区日本

橋 1 丁目 9 番 1 号 
大正 14年 12月 株式会

社大阪野村銀行の証券

部を分離して設立 
平成 13年 10月 持株会

社への以降に伴い、野

村ホールディングス株

式会社と野村證券株式

会社に機能を分割 
みつびしゆうえふじぇいしょうけんかぶしきがいし

ゃ 

三菱 UFJ 証券株式会社 

・ 投資法人債権者に対す

る利息又は償還金の支

払に関する事務 
 

東京都千代田区丸

の内 2 丁目 4 番 1 号 
大正 15年 10月 株式会

社加賀商店（旧 東京三

菱パーソナル証券） 
昭和 20 年 3 月 南旺証

券株式会社（旧 一成証

券）設立 
昭和 23 年 3 月 八千代

證券株式会社（旧国際

証券）設立 
平成 6 年 10 月 三菱ダ

イヤモンド証券株式会

社（旧 東京三菱証券）

設立 
平成 14 年 9 月 国際証

券株式会社、東京三菱

証券株式会社、東京三

菱パーソナル証券株式

会社、一成証券株式会

社が合併し、商号を三

菱証券株式会社に変更 
平成 17 年 10 月 UFJ つ
ばさ証券株式会社と三

菱証券株式会社が合併

し、商号を三菱 UFJ 証
券株式会社に変更 

 



１２．一般事務受託者と締結した事務の委託契約の概要 
 

（１）名義書換事務等に関する一般事務委託契約の概要 
ｲ. 委託すべき業務の内容（以下「委託事務」という。） 

・ 投資主名簿及び実質投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事項 
・ 投資口の名義書換及び質権の登録又はその抹消に関する事項 
・ 実質投資主通知及び実質投資主の抹消・減少通知の受理に関する事項 
・ 投資証券不所持の取扱に関する事項 
・ 投資主、実質投資主及び登録質権者又はこれらの者の代理人等の氏名、住所及び印

鑑の登録に関する事項 
・ 投資主及び実質投資主の提出する届出の受理に関する事項 
・ 投資証券の交付に関する事項 
・ 投資主及び実質投資主の名寄せに関する事項 
・ 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等の送付並びに議

決権行使書（又は委任状）の作成に関する事項 
・ 金銭の分配の計算及びその支払いのための手続きに関する事項 
・ 分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の未払分配金の確定及びその

支払いに関する事項 
・ 投資口に関する照会応答、諸証明書の発行及び事故届出の受理に関する事項 
・ 委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整

理保管に関する事項 
・ 新投資口の発行（投資口の併合又は分割を含む）に関する事項 
・ 法令又は一般事務委託契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成

に関する事項 
・ 前各号に掲げる事務のほか、協議のうえ定める事項 

ﾛ. 契約期間及び当該期間中の解約に関する事項 
・ 一般事務委託契約は期限を定めない。 
・ 一般事務委託契約は合意により解約することができ、両当事者が合意した日をもっ

て終了する。 
・ 一般事務委託契約は、双方いずれかの一方から相手方に対し、その３ヶ月前までに

文書により通知することにより解約することができる。但し、受託者が一般事務委
託契約を解約する場合は、本投資法人が法令に基づき委託事務の委託を義務付けら
れていることに鑑み、本投資法人が受託者以外の者との間で当該事務の委託に関す
る契約を締結できるまで、委託契約は引続き効力を有するものとする。 

・ 本投資法人及び一般事務受託者は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当する
場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに一般事務委託契約を解約
することができる。 
1. 一般事務委託契約の各条項に違背し、かつ引続き契約の履行に重大なる支障を

及ぼすと認められた場合 
2. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の

申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき 
ﾊ. 契約の内容の変更に関する事項 

一般事務委託契約は、本投資法人及び一般事務受託者の協議により変更することがで
きる。 

ﾆ. 報酬の計算方法並びに支払いの時期及び方法 
別表名義書換事務委託手数料表（以下「別表手数料表」という。）のとおりとし、毎月
末日に締切り、翌月末日までに送金又は口座振替による方法により支払う。但し、委
託日より本投資法人の発行する投資証券がわが国の証券取引所へ上場される日の属す
る月（以下「上場月」という。）の末日（上場月が本投資法人の決算日の属する月と同
一の場合は、上場月の前月末日）までは（投資主数が 1,000 名を超える場合若しくは
上場月が平成 14年３月末日を経過する場合は別途協議する。）、別表手数料表によらず、
平成 13 年３月 31 日まで無料とし、平成 13 年４月１日から、月額金 50,000 円とする。 

 
（２）会計事務等に係る一般事務委託契約の概要 

ｲ. 委託すべき業務の内容 
・ 計算に関する事務 
・ 会計帳簿の作成に関する事務 
・ 納税に関する事務（納税申告書等の作成補助） 



ﾛ. 契約期間及び当該期間中の解約に関する事項 
・ 一般事務委託契約の期間は、契約締結日から１年間とする。但し、期間満了３ヶ

月までに双方いずれからも文書による別段の申出がないときは、さらに１年間延
長されるものとし、以後も同様とする。 

・ 一般事務委託契約を解約する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、そ
の３ヶ月前までに文書により通知する。但し、受託者が本契約を解約する場合は、
本投資法人が法令に基づき本業務の委託を義務付けられていることに鑑み、本投
資法人が受託者以外の者との間で本業務の委託に関する契約を締結できるまで、
本契約は引続き効力を有するものとする。 

・ 受託者は、本投資法人に対し、本契約の終了に当たり、本業務の引継ぎに必要な
事務を行うなど、本契約終了後の業務の移行に関して協力する義務を負うものと
する。 

・ 本投資法人及び一般事務受託者は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当す
る場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに一般事務委託契約を
解約することができる。 
1. 一般事務委託契約の各条項に違背し、かつ引続き契約の履行に重大なる支障を

及ぼすと認められた場合 
2. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の

申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき 
ﾊ. 契約の内容の変更に関する事項 

一般事務委託契約は、本投資法人及び一般事務受託者の合意及び法令に従って変更す
ることができる。 

ﾆ. 報酬の額及び支払いの時期及び方法 
報酬の月額は、固定報酬額金 10,900,000 円と下記に定める変動報酬額の合計額に 12
分の 1 を乗じた額（千円未満切捨。消費税等別途）とし、甲は乙の請求に基づき当月
分を当月末までに送金により支払う。 

記 
       変動報酬額は、毎年 4 月 1 日及び 10 月 1 日（以下「基準日」という。）に本投

資法人が所有し受託者が委託事務を行う不動産の物件数（信託財産の裏付けとな
る不動産を含む。以下「物件数」という。）に応じ、以下の合計額とする。 

      ・30 物件以下の物件数に対し    1 物件当たり金 800,000 円×物件数 
      ・30 物件超の物件数に対し     1 物件当たり金 600,000 円×物件数 
 

  （３）機関の運営に係る一般事務委託契約の概要 
ｲ. 委託すべき業務の内容 

・ 投資主総会の運営に関する事務（投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに
付随する参考資料等の送付並びに議決権行使書（又は委任状）に関する事務を除
く。） 

・ 役員会の運営に関する事務 
ﾛ. 契約期間及び当該期間中の解約に関する事項 

・ 一般事務委託契約の期間は、契約締結日から１年間とする。但し、期間満了３ヶ
月までに双方いずれからも文書による別段の申出がないときは、さらに１年間延
長されるものとし、以後も同様とする。 

・ 一般事務委託契約を解約する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、そ
の３ヶ月前までに文書により通知する。但し、受託者が本契約を解約する場合は、
本投資法人が法令に基づき本業務の委託を義務付けられていることに鑑み、本投
資法人が受託者以外の者との間で本業務の委託に関する契約を締結できるまで、
本契約は引続き効力を有するものとする。 

・ 本投資法人及び一般事務受託者は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当す
る場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに一般事務委託契約を
解約することができる。 
1. 一般事務委託契約の各条項に違背し、かつ引続き契約の履行に重大なる支障を

及ぼすと認められた場合 
2. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の

申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき 
ﾊ. 契約の内容の変更に関する事項 

一般事務委託契約は、本投資法人及び一般事務受託者の合意並びに法令に従って変更
することができる。 



ﾆ. 報酬の額及び支払いの時期及び方法 
・ 役員会の運営に関する事務の報酬は、年額金 3,000,000 円とし、６ヶ月分を当該

６ヶ月経過後の末日までに送金により後払いする。 
・ 投資主総会の運営に関する事務の報酬は、投資主総会の１開催当たり金 5,000,000

円とし、当該総会の終了の月の翌月末までに送金により支払う。但し、平成 13年
6 月 12 日開催に係る甲の投資主総会及び平成 13 年 8 月 29 日付開催に係る甲の投
資主総会の運営に関する事務の報酬は、当該総会に限り、金 50,000 円とし、甲は
乙に当該総会の終了の月の翌月末までに送金により支払う。 

 
 
 （４）納税等に係る一般事務委託契約の概要 

ｲ. 委託すべき業務の内容 
納税に関する事務 

ﾛ. 契約期間及び当該期間中の解約に関する事項 
・ 一般事務委託契約の期間は、契約締結日から平成 15 年 3 月 31 日までとする。但

し、期間満了３ヶ月までに双方いずれからも文書による別段の申出がないときは、
期間満了日の翌日から１年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

・ 一般事務委託契約を解約する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、そ
の３ヶ月前までに文書により通知する。但し、受託者が本契約を解約する場合は、
本投資法人が法令に基づき本業務の委託を義務付けられていることに鑑み、本投
資法人が受託者以外の者との間で本業務の委託に関する契約を締結できるまで、
本契約は引続き効力を有するものとする。 

・ 本投資法人及び一般事務受託者は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当す
る場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに一般事務委託契約を
解約することができる。 
1. 一般事務委託契約の各条項に違背し、かつ引続き契約の履行に重大なる支障を

及ぼすと認められた場合 
2. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の

申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき 
ﾊ. 契約の内容の変更に関する事項 

一般事務委託契約は、本投資法人及び一般事務受託者の合意及び法令に従って変更す
ることができる。 

ﾆ. 報酬の額及び支払いの時期及び方法 
      本業務の委託料は、本投資法人の一計算期間当たり金 1,500,000 円（消費税等別途）

とし、申告の完了後、受託者の請求に基づき、請求月の翌月末までに、受託者の指定
する口座への送金により支払う。 

 
   
 （５）第3回投資法人債の発行事務及び期中事務等に係る一般事務委託契約の概要（中央三井信託
銀行株式会社） 

ｲ.委託すべき業務の内容 
・ 投資法人債の発行事務 

1. 投資法人債申込証の作成、取りまとめおよび投資法人への回付。 
2. 投資法人債申込証を提出した応募者からの払込金の受領および払込金の投資法

人への交付。 
3. 投資法人債券の調製、交付。 
4. 応募者登録請求書への必要事項の附記および登録機関への送付。 
5. 投資法人債原簿および謄本の調製。 
6. その他本投資法人と中央三井信託銀行株式会社との協議のうえ必要と認められ

る事務。 
・ 期中事務 

1. 登録抹消請求もしくは故障等に伴う投資法人債券の調製、交付。 
2. 代り投資法人債券を交付する場合および登録を抹消し投資法人債券を交付する

場合の投資法人債権者からの費用（印紙税を含む。）の徴求。 
3. 投資法人債原簿の管理、記帳。 
4. 租税特別措置法にもとづく利子所得税の納付。 
5. 本投資法人債償還時の社債等登録法施行令第65条に基づく登録機関への通知。 



6. その他本投資法人と中央三井信託銀行株式会社との協議のうえ必要と認められ
る事務。 

・ 投資法人債の管理 
弁済の受領、債権の保全その他の管理 

・ 登録事務 
ﾛ. 契約期間及び当該期間中の解約に関する事項 

・ 特に定めはない。 
ﾊ. 契約の内容の変更に関する事項 

・ 本契約に定めのない事項を定める必要が生じたとき及び本契約に定められた事項
につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人および中央三井信託銀行
株式会社は相互にこれに関する協定をする。ただし、本投資法人債の投資法人債
権者の利害に重大な関係を有する事項の変更は、裁判所の許可を得たうえ、投資
法人債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を
必要とする。 

ﾆ. 報酬の額及び支払いの時期及び方法 
１． 本投資法人は、発行事務および期中事務に関する手数料として、次の手数料

を平成 15年 6月 12 日に中央三井信託銀行株式会社に支払う。 
（１）発行事務の委託に関する手数料および本投資法人債の発行日以降償還期日

までの間の事務の委託に関する手数料として金１，２５０万円。 

（２）償還期日以降の事務については、手数料を請求しない。 
２． 本投資法人は、投資法人債管理の委託に関する手数料(以下「手数料」という。)

として、発行日から償還期日までの間、以下に定めるところに従い、毎１か年に
つき本投資法人債の現存額に 2.0/10,000(年率) を乗じた金額を次の通り支払う。 
（１）手数料の計算期間は、毎年 6月および 12 月(以下「支払月」という。)まで

の各々前 6 ヶ月間とする。ただし、初回の手数料については、発行日の翌

日から 初の手数料支払月の月末までとし、また、 後の手数料について

はその直前の支払月の翌月初から満期償還日まで、もしくは買入消却によ

り本投資法人債の総額が消滅した月の月末までとする。 

（２）各計算期間内の毎月の手数料は、各々その前月末における投資法人債残高

に対し、月割により計算する。ただし、発行月については発行日の翌日か

ら当該月末までの手数料を発行額に対して日割で計算し、また、満期償還

月については当該月初から償還日までの手数料を前月末における投資法人

債残高に対して日割で計算する。この場合の日割計算は、年 365 日の方法

による。 

（３）手数料の支払日は、各計算期間の 終月の 25 日(銀行休業日にあたるとき

はその前銀行営業日)とする。ただし、本投資法人債の総額が消滅した場合

は、消滅した日の翌日から 10営業日目とする。 

（４）本投資法人がこれらの支払期日に支払を怠ったときは、その支払うべき金

額に対し年 14 パーセント（ただし、年 365 日の日割計算とする。）の割合

にあたる損害金を支払う。 
３． 応募者登録手数料は本投資法人の負担とし、額面 100 円につき 3.5 銭の割合

をもって平成 15 年 6 月 12 日に支払うものとする 
 
 

 （６）第3回投資法人債の元利金支払事務に係る一般事務委託契約の概要（中央三井信託銀行株式
会社、メリルリンチ日本証券株式会社、しんきん証券株式会社、大和証券エスエムビーシー株式会社、
みずほ証券株式会社） 

ｲ.委託すべき業務の内容 
・ 元利金支払事務 

（１）元利金事務取扱者は、本投資法人債の投資法人債権者に対し、支払期日が

到来した投資法人債券もしくは利札（登録したものについては、その元利

金領収書。）と引換に本投資法人債の元利金を支払う。 

（２）本投資法人債の元利金支払基金は、中央三井信託銀行株式会社が元利金事

務取扱者からの請求に基づきこれを交付する。 

（３）元利金事務取扱者が前号により支払基金の交付を受けた場合、各取扱者は、



遅滞なく償還済投資法人債券もしくは支払済利札（登録したものについて

は、その支払済元利金領収書。以下「支払済投資法人債券等」という。）を

中央三井信託銀行株式会社に提出する。 

（４）本投資法人債の元利金支払事務取扱手数料については、中央三井信託銀行

株式会社が投資法人債券等の精査、交付した支払基金との照合等の確認を

行った後、各取扱者にその取扱金額に応じて交付する。 

（５）中央三井信託銀行株式会社より正当な事由を付して請求された場合には、

各取扱者は第（２）号に基づき交付を受けた支払基金および前号に基づき

交付を受けた元利金支払事務取扱手数料を遅滞なく中央三井信託銀行株式

会社に返戻する。 
ﾛ.契約期間及び当該期間中の解約に関する事項 

・ 特に定めはない。 
ﾊ. 契約の内容の変更に関する事項 

・ 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人
および各取扱者は相互にこれに関する協定をする。 

ﾆ. 報酬の額及び支払いの時期及び方法 
１． 本投資法人債の元利金支払事務に関する元利金支払手数料は次のとおりとし、

中央三井信託銀行株式会社を経由して、各取扱者に支払う。ただし、情勢により
各取扱者は投資法人の同意を得てこれを変更することができる。 

（１）元金支払の場合 

支払元金の 10,000 分の 10 

ただし、取扱１件につき、上記手数料率により計算される手数料額が金 10

万円を超える場合は、金 10 万円とする。 

（２）利金支払の場合 

支払利金の 10,000 分の 20 
２． 前項に定める手数料については、各取扱者は本投資法人債の投資法人債権者

に先だって弁済を受けることができる。 
３． 本投資法人債の元利金支払事務に要した郵便料その他の取扱実費は投資法人

の負担とする。 
４． 本投資法人債を買入消却する場合は、第１項第(1)号本文を準用する。 

 
 
 （７）第5回投資法人債の発行事務及び期中事務等に係る一般事務委託契約の概要（中央三井信託
銀行株式会社） 

ｲ.委託すべき業務の内容 
・ 投資法人債の発行事務 

1. 投資法人債申込証の作成、取りまとめおよび投資法人への回付。 
2. 投資法人債申込証を提出した応募者からの払込金の受領および払込金の投資法

人への交付。 
3. 投資法人債券の調製、交付。 
4. 応募者登録請求書への必要事項の附記および登録機関への送付。 
5. 投資法人債原簿および謄本の調製。 
6. その他本投資法人と中央三井信託銀行株式会社との協議のうえ必要と認められ

る事務。 
・ 期中事務 

1. 登録抹消請求もしくは故障等に伴う投資法人債券の調製、交付。 
2. 代り投資法人債券を交付する場合および登録を抹消し投資法人債券を交付する

場合の投資法人債権者からの費用（印紙税を含む。）の徴求。 
3. 投資法人債原簿の管理、記帳。 
4. 租税特別措置法に基づく利子所得税の納付。 
5. 本投資法人債償還時の投資法人債等登録法施行令第65条に基づく登録機関への

通知。 
6. その他本投資法人と中央三井信託銀行株式会社との協議のうえ必要と認められ

る事務。 
・ 投資法人債の管理 

弁済の受領、債権の保全その他の管理 



・ 登録事務 
ﾛ. 契約期間及び当該期間中の解約に関する事項 

・ 特に定めはない。 
ﾊ. 契約の内容の変更に関する事項 

・ 本契約に定めのない事項を定める必要が生じたとき及び本契約に定められた事項
につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人および中央三井信託銀行
株式会社は相互にこれに関する協定をする。ただし、本投資法人債の投資法人債
権者の利害に重大な関係を有する事項の変更は、裁判所の許可を得たうえ、投資
法人債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を
必要とする。 

ﾆ. 報酬の額及び支払いの時期及び方法 
１． 本投資法人は、発行事務および期中事務に関する手数料として、次の手数料

を平成 16年 9月 22 日に中央三井信託銀行株式会社に支払う。 
（１）発行事務の委託に関する手数料および本投資法人債の発行日以降償還期日

までの間の事務の委託に関する手数料として金 580 万円。 

（２）償還期日以降の事務については、手数料を請求しない。 
２． 本投資法人は、投資法人債管理の委託に関する手数料(以下「手数料」という。)

として、発行日から償還期日までの間、以下に定めるところに従い、毎１か年に
つき本投資法人債の現存額に2.0/10,000(年率) を乗じた金額を次の通り支払う。 

（１）手数料の計算期間は、毎年 3 月および 9 月(以下「支払月」という。)まで

の各々前 6 ヶ月間とする。ただし、初回の手数料については、発行日の翌

日から 初の手数料支払月の月末までとし、また、 後の手数料について

はその直前の支払月の翌月初から満期償還日まで、もしくは買入消却によ

り本投資法人債の総額が消滅した月の月末までとする。 

（２）各計算期間内の毎月の手数料は、各々その前月末における投資法人債残高

に対し、月割により計算する。ただし、発行月については発行日の翌日か

ら当該月末までの手数料を発行額に対して日割で計算し、また、満期償還

月については当該月初から償還日までの手数料を前月末における投資法人

債残高に対して日割で計算する。この場合の日割計算は、年 365 日の方法

による。 

（３）手数料の支払日は、各計算期間の 終月の 25 日(銀行休業日にあたるとき

はその前銀行営業日)とする。ただし、本投資法人債の総額が消滅した場合

は、消滅した日の翌日から 10営業日目とする。 

（４）本投資法人がこれらの支払期日に支払を怠ったときは、その支払うべき金

額に対し年 14 パーセント（ただし、年 365 日の日割計算とする。）の割合

にあたる損害金を支払う。 
３． 応募者登録手数料は本投資法人の負担とし、額面 100 円につき 2 銭の割合を

もって平成 16年 9月 22 日に支払うものとする。 
 
 
 （８）第5回投資法人債の元利金支払事務に係る一般事務委託契約の概要（中央三井信託銀行株式
会社、大和証券エスエムビーシー株式会社） 

ｲ.委託すべき業務の内容 
・ 元利金支払事務 

（１）元利金事務取扱者は、本投資法人債の投資法人債権者に対し、支払期日が

到来した投資法人債券もしくは利札（登録したものについては、その元利

金領収書。）と引換に本投資法人債の元利金を支払う。 

（２）本投資法人債の元利金支払基金は、中央三井信託銀行株式会社が元利金事

務取扱者からの請求に基づきこれを交付する。 

（３）元利金事務取扱者が前号により支払基金の交付を受けた場合、各取扱者は、

遅滞なく償還済投資法人債券もしくは支払済利札（登録したものについて

は、その支払済元利金領収書。以下「支払済投資法人債券等」という。）を

中央三井信託銀行株式会社に提出する。 

（４）本投資法人債の元利金支払事務取扱手数料については、中央三井信託銀行



株式会社が投資法人債券等の精査、交付した支払基金との照合等の確認を

行った後、各取扱者にその取扱金額に応じて交付する。 

（５）中央三井信託銀行株式会社より正当な事由を付して請求された場合には、

各取扱者は第（２）号に基づき交付を受けた支払基金および前号に基づき

交付を受けた元利金支払事務取扱手数料を遅滞なく中央三井信託銀行株式

会社に返戻する。 
ﾛ.契約期間及び当該期間中の解約に関する事項 

・ 特に定めはない。 
ﾊ. 契約の内容の変更に関する事項 

・ 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人
および各取扱者は相互にこれに関する協定をする。 

ﾆ. 報酬の額及び支払いの時期及び方法 
１． 本投資法人債の元利金支払事務に関する元利金支払手数料は次のとおりとし、

中央三井信託銀行株式会社を経由して、各取扱者に支払う。ただし、情勢により
各取扱者は投資法人の同意を得てこれを変更することができる。 

（１）元金支払の場合 

支払元金の 10,000 分の 10 

ただし、取扱１件につき、上記手数料率により計算される手数料額が金 10

万円を超える場合は、金 10 万円とする。 

（２）利金支払の場合 

 支払利金の 10,000 分の 20 
２． 前項に定める手数料については、各取扱者は本投資法人債の投資法人債権者

に先だって弁済を受けることができる。 
３． 本投資法人債の元利金支払事務に要した郵便料その他の取扱実費は投資法人

の負担とする。 
４． 本投資法人債を買入消却する場合は、第１項第(1)号本文を準用する。 

 
 
 （９）第6回投資法人債財務代理契約の概要（株式会社三井住友銀行） 

ｲ.委託すべき業務の内容 
・ 投資法人債の発行に関する事務 

1. 本投資法人債の主幹事証券会社からの払込金の受領事務。 
2. 投資法人債券の調製ならびに本投資法人が指定する者に対する当該投資法人債

券の交付。 
3. 応募者登録請求があった場合の必要事項の登録機関への通知。 
4. 投資法人債原簿及びその謄本の作成。 
5. その他本投資法人と株式会社三井住友銀行との協議のうえ必要と認められる事

務。 
・ 元利金支払取りまとめ事務 
・ 投資法人債の買入消却に係る事務 
・ 期中事務 

1. 喪失、毀損、汚染等による投資法人債券の再発行および登録抹消による投資法
人債券の発行にかかる投資法人債券の調製および交付。 

2. 前号に定める投資法人債券の発行または再発行を請求する投資法人債権者から
の実費（印紙税を含む。）の徴収。 

3. 租税特別措置法に基づく利子所得税の納付。 
4. 投資法人債原簿の管理、記帳。 
5. 本投資法人債償還時の社債等登録法施行令第65条に基づく登録機関への通知。 
6. その他本投資法人と株式会社三井住友銀行との協議のうえ必要と認められる事

務。 
ﾛ. 契約期間及び当該期間中の解約に関する事項 

・ 本投資法人または株式会社三井住友銀行は、協議の上、合意した期日をもって本
契約を解除することができる。 

・ 本契約の解除をする場合、本投資法人は遅滞なくその旨を公告し、本投資法人及
び株式会社三井住友銀行は事務の引継等必要な事務手続きを行う。 

ﾊ. 契約の内容の変更に関する事項 
・ 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人



および株式会社三井住友銀行は相互にこれに関する協定をする。 
ﾆ. 報酬の額及び支払いの時期及び方法 

・ 発行事務、元利金支払取りまとめ事務および期中事務に関する手数料として、平
成 17年 3月 9日に金 400 万円を支払う。 

・ 投資法人債の買入消却に係る事務に関する手数料として、額面 100 円につき 10銭
を、毎年 3 月および 9 月の 25 日（銀行休業日にあたるときはその前営業日）に、
それぞれ前月末までの 6ヶ月分を支払う。 

 
 （１０）第6回投資法人債登録事務取扱契約の概要（株式会社三井住友銀行） 

ｲ.委託すべき業務の内容 
・ 登録事務 

ﾛ. 契約期間及び当該期間中の解約に関する事項 
・ 特に定めはない。 

ﾊ. 契約の内容の変更に関する事項 
・ 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人

および株式会社三井住友銀行は相互にこれに関する協定をする。 
ﾆ. 報酬の額及び支払いの時期及び方法 

・ 応募者登録手数料は本投資法人の負担とし、額面 100 円につき 3 銭の割合をもっ
て平成 17年 3月 9日に支払う。 

 
 
 （１１）第6回投資法人債元利金支払事務取扱契約の概要（株式会社三井住友銀行、大和証券エスエ
ムビーシー株式会社、メリルリンチ日本証券株式会社、JPモルガン証券株式会社、しんきん証券株式
会社、日興コーディアル証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJ証券株
式会社） 

ｲ.委託すべき業務の内容 
・ 元利金支払事務 

1. 各取扱者（株式会社三井住友銀行、大和証券エスエムビーシー株式会社、メリ
ルリンチ日本証券株式会社、JP モルガン証券株式会社、しんきん証券株式会社、
日興コーディアル証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社及び
三菱 UFJ 証券株式会社、以下同じ。）は、本投資法人債の投資法人債権者に対し、
支払期日が到来した投資法人債券もしくは利札（登録したものについては、そ
の元利金領収書。）と引換に本投資法人債の元利金を支払う。 

2. 本投資法人債の支払基金は、株式会社三井住友銀行が各取扱者からの請求に基
づきこれを交付する。 

3. 各取扱者が前号により支払基金の交付を受けた場合、各取扱者は、遅滞なく償
還済投資法人債券もしくは支払済利札（登録したものについては、その支払済
元利金領収書。以下「支払済投資法人債券等」という。）を株式会社三井住友銀
行に提出する。 

4. 本投資法人債の元利金支払事務取扱手数料については、株式会社三井住友銀行
が交付した支払基金との照合、支払済投資法人債券等の記番号の記帳等の確認
を行った後、各取扱者にその取扱金額に応じて交付する。 

5. 本号第2号に基づき交付を受けた支払基金および前号に基づき交付を受けた元
利金支払事務取扱手数料について、株式会社三井住友銀行より正当な事由を付
して請求された場合には、各取扱者はこれを遅滞なく株式会社三井住友銀行に
返戻する。 

ﾛ.契約期間及び当該期間中の解約に関する事項  
・ 特に定めはない。 

ﾊ. 契約の内容の変更に関する事項 
・ 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人

および株式会社三井住友銀行は相互にこれに関する協定をする。 
ﾆ. 報酬の額及び支払いの時期及び方法 

・ 本投資法人は、元利金支払事務取扱手数料として、株式会社三井住友銀行を経由
して下記の通り各取扱者にこれを支払う。 
1. 元金償還に対しては支払金額の10,000分の10 
ただし、取扱１件につき、上記手数料率で計算される手数料額が金10万円を超え
る場合は金10万円とする。 

2. 利息支払に対しては利息金額の10,000分の20 



 
 
 （１２）第7回投資法人債財務代理契約の概要（株式会社三井住友銀行） 

ｲ.委託すべき業務の内容 
・ 投資法人債の発行に関する事務 

1. 本投資法人債の主幹事証券会社からの払込金の受領事務。 
2. 投資法人債券の調製ならびに本投資法人が指定する者に対する当該投資法人債

券の交付。 
3. 応募者登録請求があった場合の必要事項の登録機関への通知。 
4. 投資法人債原簿及びその謄本の作成。 
5. その他本投資法人と株式会社三井住友銀行との協議のうえ必要と認められる事

務。 
・ 元利金支払取りまとめ事務 
・ 投資法人債の買入消却に係る事務 
・ 期中事務 

1. 喪失、毀損、汚染等による投資法人債券の再発行および登録抹消による投資法
人債券の発行にかかる投資法人債券の調製および交付。 

2. 前号に定める投資法人債券の発行または再発行を請求する投資法人債権者から
の実費（印紙税を含む。）の徴収。 

3. 租税特別措置法に基づく利子所得税の納付。 
4. 投資法人債原簿の管理、記帳。 
5. 本投資法人債償還時の投資法人債等登録法施行令第65条に基づく登録機関への

通知。 
6. その他本投資法人と株式会社三井住友銀行との協議のうえ必要と認められる事

務。 
ﾛ. 契約期間及び当該期間中の解約に関する事項 

・ 本投資法人または株式会社三井住友銀行は、協議の上、合意した期日をもって本
契約を解除することができる。 

・ 本契約の解除をする場合、本投資法人は遅滞なくその旨を公告し、本投資法人及
び株式会社三井住友銀行は事務の引継等必要な事務手続きを行う。 

ﾊ. 契約の内容の変更に関する事項 
・ 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人

および株式会社三井住友銀行は相互にこれに関する協定をする。 
ﾆ. 報酬の額及び支払いの時期及び方法 

・ 発行事務、元利金支払取りまとめ事務および期中事務に関する手数料として、平
成 17年 11 月 9日に金 500 万円を支払う。 

・ 投資法人債の買入消却に係る事務に関する手数料として、額面 100 円につき 10銭
を、毎年 3 月および 9 月の 25 日（銀行休業日にあたるときはその前営業日）に、
それぞれ前月末までの 6ヶ月分を支払う。 

 
 （１３）第7回投資法人債登録事務取扱契約の概要（株式会社三井住友銀行） 

ｲ.委託すべき業務の内容 
・ 登録事務 

ﾛ. 契約期間及び当該期間中の解約に関する事項 
・ 特に定めはない。 

ﾊ. 契約の内容の変更に関する事項 
・ 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人

および株式会社三井住友銀行は相互にこれに関し協議する。 
ﾆ. 報酬の額及び支払いの時期及び方法 

・ 応募者登録手数料は本投資法人の負担とし、額面 100 円につき 4 銭の割合をもっ
て平成 17年 11 月 9日に支払う。 

 
 
 （１４）第7回投資法人債元利金支払事務取扱契約の概要（株式会社三井住友銀行、みずほ証券株
式会社） 

ｲ.委託すべき業務の内容 
・ 元利金支払事務 



1. 各取扱者（株式会社三井住友銀行及びみずほ証券株式会社、以下同じ。）は、本
投資法人債の投資法人債権者に対し、支払期日が到来した投資法人債券もしく
は利札（登録したものについては、その元利金領収書。）と引換に本投資法人債
の元利金を支払う。 

2. 本投資法人債の支払基金は、株式会社三井住友銀行が各取扱者からの請求に基
づきこれを交付する。 

3. 各取扱者が前号により支払基金の交付を受けた場合、各取扱者は、遅滞なく償
還済投資法人債券もしくは支払済利札（登録したものについては、その支払済
元利金領収書。以下「支払済投資法人債券等」という。）を株式会社三井住友銀
行に提出する。 

4. 本投資法人債の元利金支払事務取扱手数料については、株式会社三井住友銀行
が交付した支払基金との照合、支払済投資法人債券等の記番号の記帳等の確認
を行った後、各取扱者にその取扱金額に応じて交付する。 

5. 本号第2号に基づき交付を受けた支払基金および前号に基づき交付を受けた元
利金支払事務取扱手数料について、株式会社三井住友銀行より正当な事由を付
して請求された場合には、各取扱者はこれを遅滞なく株式会社三井住友銀行に
返戻する。 

ﾛ.契約期間及び当該期間中の解約に関する事項  
・ 特に定めはない。 

ﾊ. 契約の内容の変更に関する事項 
・ 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人

および株式会社三井住友銀行は相互にこれに関する協定をする。 
ﾆ. 報酬の額及び支払いの時期及び方法 

・ 本投資法人は、元利金支払事務取扱手数料として、株式会社三井住友銀行を経由
して下記の通り各取扱者にこれを支払う。 
1. 元金償還に対しては支払金額の10,000分の10 
ただし、取扱１件につき、上記手数料率で計算される手数料額が金10万円を超え
る場合は金10万円とする。 

2. 利息支払に対しては利息金額の10,000分の20 
 
 
 （１５）第8回投資法人債財務代理契約の概要（中央三井信託銀行株式会社） 

ｲ.委託すべき業務の内容 
・ 発行代理人事務 

1. 本投資法人債の払込金（以下、「払込金」という。）の受領および払込金の本投
資法人への交付。 

2. 本投資法人債に関する銘柄情報、DVP 決済の場合における新規記録情報および
新規記録 DVP 決済情報、非 DVP 決済の場合における新規記録情報および払込
完了通知、その他必要事項の機構への通知、機構からの新規記録を行った旨そ
の他の通知の内容の確認、その他本投資法人債の新規記録手続に関する事務。 

3. その他本投資法人と中央三井信託銀行株式会社との協議のうえ必要と認められ
る事務。 

・ 支払代理人事務 
1. 元金の償還、利息支払の事務 
2. 元利金支払手数料支払基金の支払事務 
3. 本投資法人債の買入消却に係る事務 
4. 業務規程等に定める本投資法人債に関する重要な事項等の機構に対する通知に

係る事務 
5. 租税特別措置法に基づく利子所得税の納付に係る事務 
6. 社振法第115条が準用する同法第67条第2項に基づき本投資法人が投資法人債券

を発行することとなった場合における本投資法人債の元利金支払事務 
・ 財務代理人事務 

1. 投資法人債原簿および謄本の調製ならびに投資法人債原簿の管理。 
2. その他本投資法人と中央三井信託銀行株式会社との協議のうえ必要と認められ

る事務。 
ﾛ. 契約期間及び当該期間中の解約に関する事項 

・ 本投資法人または中央三井信託銀行株式会社は、協議のうえ、いつでも本契約を
解除することができる。 



・ 本契約の解除をする場合、本投資法人は投資法人債要項第 16 項に従い遅滞なくそ
の旨を公告し、本投資法人および中央三井信託銀行株式会社は事務の引き継ぎ等
必要な事務手続を行う。 

ﾊ. 契約の内容の変更に関する事項 
・ 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人

および中央三井信託銀行株式会社は相互にこれに関する協定をする。 
ﾆ. 報酬の額 

・ 発行代理人事務、支払代理人事務および財務代理人事務の委託に関する手数料と
して 金 550 万円 

・ 買入消却事務の委託に関する手数料として 
消却金額の 10,000 分の 0.075 

・ 元利金支払手数料支払基金は、以下に定める金額とする。 
 元金支払の場合 支払元金の 10,000 分の 0.075 
利金支払の場合   元金の 10,000 分の 0.075 

 
 
（１６）第9回投資法人債財務代理契約の概要（中央三井信託銀行株式会社） 

ｲ.委託すべき業務の内容 
・ 発行代理人事務 
1. 本投資法人債の払込金（以下、「払込金」という。）の受領および払込金の本投

資法人への交付。 
2. 本投資法人債に関する銘柄情報、DVP 決済の場合における新規記録情報および

新規記録 DVP 決済情報、非 DVP 決済の場合における新規記録情報および払込
完了通知、その他必要事項の機構への通知、機構からの新規記録を行った旨そ
の他の通知の内容の確認、その他本投資法人債の新規記録手続に関する事務。 

3. その他本投資法人と中央三井信託銀行株式会社との協議のうえ必要と認められ
る事務。 

・ 支払代理人事務 
1. 元金の償還、利息支払の事務 
2. 元利金支払手数料支払基金の支払事務 
3. 本投資法人債の買入消却に係る事務 
4. 業務規程等に定める本投資法人債に関する重要な事項等の機構に対する通知に

係る事務 
5. 租税特別措置法に基づく利子所得税の納付に係る事務 
6. 社振法第115条が準用する同法第67条第2項に基づき本投資法人が投資法人債券

を発行することとなった場合における本投資法人債の元利金支払事務 
・ 財務代理人事務 
1. 投資法人債原簿および謄本の調製ならびに投資法人債原簿の管理。 
2. その他本投資法人と中央三井信託銀行株式会社との協議のうえ必要と認められ

る事務。 
ﾛ. 契約期間及び当該期間中の解約に関する事項 

・ 本投資法人または中央三井信託銀行株式会社は、協議のうえ、いつでも本契約を
解除することができる。 

・ 本契約の解除をする場合、本投資法人は投資法人債要項第 16 項に従い遅滞なくそ
の旨を公告し、本投資法人および中央三井信託銀行株式会社は事務の引き継ぎ等
必要な事務手続を行う。 

ﾊ. 契約の内容の変更に関する事項 
・ 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人

および中央三井信託銀行株式会社は相互にこれに関する協定をする。 
ﾆ. 報酬の額 

・ 発行代理人事務、支払代理人事務および財務代理人事務の委託に関する手数料と
して 金 560 万円 

・ 買入消却事務の委託に関する手数料として 
消却金額の 10,000 分の 0.075 

・ 元利金支払手数料支払基金は、以下に定める金額とする。 
 元金支払の場合 支払元金の 10,000 分の 0.075 
利金支払の場合   元金の 10,000 分の 0.075 

 



 
（１７）第10回投資法人債財務代理契約の概要（中央三井信託銀行株式会社） 

ｲ.委託すべき業務の内容 
・ 発行代理人事務 
1. 本投資法人債の払込金（以下、「払込金」という。）の受領および払込金の本投

資法人への交付。 
2. 本投資法人債に関する銘柄情報、DVP 決済の場合における新規記録情報および

新規記録 DVP 決済情報、非 DVP 決済の場合における新規記録情報および払込
完了通知、その他必要事項の機構への通知、機構からの新規記録を行った旨そ
の他の通知の内容の確認、その他本投資法人債の新規記録手続に関する事務。 

3. その他本投資法人と中央三井信託銀行株式会社との協議のうえ必要と認められ
る事務。 

・ 支払代理人事務 
1. 元金の償還、利息支払の事務 
2. 元利金支払手数料支払基金の支払事務 
3. 本投資法人債の買入消却に係る事務 
4. 業務規程等に定める本投資法人債に関する重要な事項等の機構に対する通知に

係る事務 
5. 租税特別措置法に基づく利子所得税の納付に係る事務 
6. 社振法第115条が準用する同法第67条第2項に基づき本投資法人が投資法人債券

を発行することとなった場合における本投資法人債の元利金支払事務 
・ 財務代理人事務 
1. 投資法人債原簿および謄本の調製ならびに投資法人債原簿の管理。 
2. その他本投資法人と中央三井信託銀行株式会社との協議のうえ必要と認められ

る事務。 
ﾛ. 契約期間及び当該期間中の解約に関する事項 

・ 本投資法人または中央三井信託銀行株式会社は、協議のうえ、いつでも本契約を
解除することができる。 

・ 本契約の解除をする場合、本投資法人は投資法人債要項第 16 項に従い遅滞なくそ
の旨を公告し、本投資法人および中央三井信託銀行株式会社は事務の引き継ぎ等
必要な事務手続を行う。 

ﾊ. 契約の内容の変更に関する事項 
・ 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人

および中央三井信託銀行株式会社は相互にこれに関する協定をする。 
ﾆ. 報酬の額 

・ 発行代理人事務、支払代理人事務および財務代理人事務の委託に関する手数料と
して 金 650 万円 

・ 買入消却事務の委託に関する手数料として 
消却金額の 10,000 分の 0.075 

・ 元利金支払手数料支払基金は、以下に定める金額とする。 
 元金支払の場合 支払元金の 10,000 分の 0.075 
利金支払の場合   元金の 10,000 分の 0.075 

 
 

（記載上の注意） 
複数の一般事務受託者との間で、事務の委託契約を締結しているときは、それぞれの契約ご

とに記載すること。



（第 8 面） 
１３．執行役員又は監督役員の兼職状況 

 

区 分 氏 名 
兼職する他の法人の商号又は

名称 
役 職 名 

兼職する他の
法人の業務又
は事業の種類 

執行役員 阿部 定文 該当なし － － 

執行役員 西山 晃一 日本ﾋﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 
代表取締役

社長 
投資運用業 

監督役員 深澤 日出男 財団法人土地情報センター 理事長 
情報提供サービ

ス業 

監督役員 小松 初男 虎の門法律事務所 
パートナー

弁護士 
弁護士業 

公認会計士神山事務所 所長 
公認会計士業 
税理士業 

大有ゼネラル監査法人 代表社員 監査法人業 監督役員 神山 貞雄 

医療法人社団春陽会 監事 医療業 

監督役員 平井 良之 平井不動産鑑定事務所 所長 不動産鑑定業 

     （記載上の注意） 
１． 各人ごと、かつ、兼職先ごとに区分して記載すること。 
２． 記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を第 8 面の次に添

付すること。 
３． 「業務又は事業の種類」は、日本標準産業分類細分類により記載すること。 

 

１４．主要な投資主 

 

発行済投資口の総口数 （a） 542,000 口 

氏名、商号又は名称 

保有する

投資口の

口数（b） 

割合

（b/a） 

 

 

住 所 

日興ｼﾃｨ信託銀行株式会社（投信口） 46,304 8.54% 東京都品川区東品川二丁目 3 番 14 号 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社

(信託口) 
40,710 7.51% 

東京都中央区晴海一丁目 8 番 11 号 

資産管理ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社 
(証券投資信託口) 

37,631 6.94% 
東京都中央区晴海一丁目 8 番 12 号 
晴海ｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾘﾄﾝｽｸｴｱｵﾌｨｽﾀﾜｰ Z 棟 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社（信

託口） 
26,257 4.84% 

東京都港区浜松町二丁目 11 番 3 号 

三井不動産株式会社 19,735 3.64% 東京都中央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号 

野村信託銀行株式会社(投信口) 18,149 3.34% 東京都千代田区大手町二丁目 2 番 2 号 

住友生命保険相互会社 12,256 2.26% 東京都中央区築地七丁目 18 番 24 号 

ｻﾞ ﾊﾞﾝｸ ｵﾌﾞ ﾆﾕｰﾖｰｸ ﾄﾘｰﾃｲｰ ｼﾞﾔｽ
ﾃﾞﾂｸ ｱｶｳﾝﾄ 

（常任代理人 株式会社三菱東京

11,362 2.09% 

AVENUE  DES  ARTS, 35  KUNSTLAAN, 
1040  BRUSSELS,  BELGIUM 

（東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 1 号） 



ＵＦＪ銀行） 

株式会社中国銀行 8,584 1.58% 岡山県岡山市北区丸の内一丁目 15 番 20 号 

株式会社北洋銀行 7,024 1.29% 北海道札幌市中央区大通西三丁目 11 番地 

計 228,012 42.06%  

     （記載上の注意） 

         投資口の口数の多い順序に従い 10 名（法人を含む。）について記載すること。 

 

１５．創立総会の開催状況 

    該当なし 
 

（記載上の注意） 

創立総会を開催した場合について、記載すること。 
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